
（案） 

単 価 契 約 書 

 

  支出負担行為担当官を発注者とし、請負人を受注者として、下記の条項により契約を締結する。 

 

記 

 

１  契 約 名                令和８年度小荷物運送業務（単価契約） 

２  作 業 内 容                仕様書のとおり 

３  数 量                仕様書のとおり 

４  契 約 単 価                別表「契約単価」による 

５  契約保証金                免 除             

６  作 業 場 所                仕様書のとおり 

７  履 行 期 間   令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

８  その他の条件    後記記載の条件による。 

 

  上記契約締結の証として本書２通を作成し、各者記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

      令和 ８年 ４月 １日 

 

（発注者）    札幌市中央区北２条西１８丁目 

         支出負担行為担当官 札幌管区気象台長  

 

（受注者）   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

（契約の内容） 

第１条 受注者は、発注者の集荷場所である各官署から運送の指示を受けたとき、また発注者の支払となる

到着荷物運送の指示を受けたときは発注者の指定する期間内に履行しなければならない。運送行為

は、運送物品が指定した相手方に到着したことを発注者が確認したとき完了したものとする。 

第２条 本契約の予定数量は、発注者の都合により変更することができる。 

第３条  契約単価は、変更することができない。ただし、経済情勢の急激な変動その他やむを得ないときは、

発注者受注者協議のうえ、変更することができる。ただし、協議が成立しないときは、発注者の意

志に従うものとする。 

 

（履行期限） 

第４条  作業は履行期限内に完了しなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ないときは発注者

受注者協議のうえ、延期することができる。この場合、受注者は完了の遅延が予想されたときは、

すみやかに発注者に協議を求めなければならない。 

２ 前項の協議は、文書をもって行なうものとする。 

第５条  完了日は、受注者が履行を完了した旨発注者に届出た日とする。 

 

（搬入費用） 

第６条 作業場所への材料及び工具等の搬入に要する一切の費用は、発注者が負担する特約をした場合を除

き、すべて受注者の負担とする。 

 

（監督及び検査） 

第７条  発注者は契約の履行について、発注者の指定する監督職員をもって、仕様書等の定めるところによ

り監督を行なう。 

  ２ 受注者は、運送業務終了後、完了報告書を提出し、発注者又は発注者の指定する検査職員の検査を

受けなければならない。 

第８条  発注者は、受注者から完了報告書の提出を受けたときは、速やかに検査を行い、受注者は、発注者

の実施する監督及び検査に協力し、かつ、その必要な費用を負担する。 

 

（一括再委託の禁止） 

第９条  受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならな

い。 

２ 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断

等をいうものとする。 



 

 

   

（事前承諾義務） 

第１０条 受注者は、業務の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせようとす

るとき（以下「再委託」という。）は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業

務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なけ

ればならない。 

  なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 

２ 第１項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。ただし、保有個人情報、

個人番号、特定個人情報及び行政機関非識別情報を扱う業務はこの限りではない。 

 

（履行体制の把握） 

第１１条 受注者は、前条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行う場合など複数

の段階で再委託が行われるときは、前条第２項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再

委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面（以下「履行体制に関する書

面」という。）を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようと

するときも同様とする。 

２ 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のために必要な報告等を求め

た場合には、これに応じなければならない。 

 

（代金の支払及び遅延利息） 

第１２条 受注者は、第８条の検査に合格し、当該月分履行済みのものについて、適法な手続きに従い翌月

に一括で代金を請求するものとする。なお、請求書には、金〇〇〇〇円（消費税及び地方消費税額

を含む）と表示する。 

    ２  発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、適法な請求書を受理した日から３０日以内に代 

金を支払わなければならない。 

第１３条 代金の支払における端数計算は、「国の債権債務等の金額の端数計算に関する法律（昭和２５年

法律第６１号）」の定めるところによる。 

第１４条  発注者の責めによるべき理由により、第１２条第２項の規定による代金の支払が遅れた場合にお

いては、受注者は未受領金額につき、延滞日数に応じ、年２．５０パーセントの割合で計算した額

の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息に１００円未満の端数が

あるときはこれを切捨て、その金額が１００円未満であるときはその金額を切捨てるものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第１５条  運送荷物の滅失、毀損、未着、延滞その他の事故があったときは、発注者はあらかじめ期間を指

定し受注者にその取り調べを請求することが出来る。 



 

 

第１６条 受注者は小荷物運送に係る約款を契約後すみやかに発注者に提出するものとし、本契約の履行に

あたって天災、地変その他受注者の責に帰することができない事由によると発注者が認定した場合

を除き、発注者に損害を与えた場合には、受注者は提出した約款に基づき弁償の責任を負うものと

する。 

 

（履行遅延の場合における損害金等） 

第１７条 受注者が理由なくして履行を遅らせたときは、発注者は期限の翌日から起算して納入当日までの

単価契約による未済分相当額に対し、年３．００パ－セントの割合で延滞料を徴収する。 

 

（契約の解除） 

第１８条  次の各号の１に該当するときは、発注者は受注者に対し契約の全部又は一部を解除することが 

    できる。 

        一  契約締結に際し、受注者に不正があったとき。 

       二  受注者の責に帰する事由により、発注者において契約完了の見通しがたたないと認めたとき。 

        三  受注者もしくはその代理人または使用人に不正があり、あるいは発注者の指示に従わないとき。 

        四  受注者が第８条に定める発注者の検査を拒否し、あるいは執行を妨げ、または不正が発見され

たとき。 

        五  検査の結果、不合格であったため改善の措置を命じ、再び不合格であったとき。 

        六  受注者が解除を申し出たとき。 

七 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において

同じ。）が次の各号のいずれかに該当するとき。 

     イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又は

その支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。）が、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団対策法」

という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団」という。）であると認められる

とき。 

     ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が

経営に実質的に関与していると認められるとき。 

     ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

     ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

     ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。 



 

 

     へ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当すると知りな

がら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

     ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としてい

た場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受

注者がこれに従わなかったとき。 

        八  発注者の都合により、契約の解除を必要とするとき。 

第１９条 契約の解除を申し込む場合は、文書をもってしなければならない。 

２ 発注者は、前条第１項第八号の事由に基づいて、契約期間に解除を必要とするときは、その  

    ３０日前までに受注者に通知しなければならない。 

 

（違約金） 

第２０条  発注者は、この契約の全部又は一部を解除した場合で、解除の理由が第１８条第一号から第七号

までの規定に該当するときは、解除部分に対する数量に契約単価を乗じた金額の１０分の１に相当

する金額を受注者から違約金として徴収するものとする。ただし、同条第六号による受注者の解除

の申し出が、発注者の責めに帰する事由による場合はこの限りでない。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第２１条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、予

定数量に契約単価を乗じた金額（この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約

額）の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第

５４号。以下「独占禁止法」という。) 第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である

事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に

対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の

規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定した

とき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含

む。） 

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命

令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に対して行

われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていない

ときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における該当命令をいう。次号において同

じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の

実行としての事業活動があったとされたとき。 

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第

１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野



 

 

が示された場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委

員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の

計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行

われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０

年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１号若しくは第９５条第１項第１号に

規定する刑が確定したとき。 

  ２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過 

した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３．００パーセントの割合で計算した額の遅延利息 

を発注者に支払わなければならない。 

 

（損害賠償） 

第２２条 受注者は、この契約が第１８条第六号（発注者の責めに帰する事由による場合に限る。）また 

    は同条第八号により契約が解除された場合で、受注者に損害が生じたときは、発注者に対しその 

    損害の賠償を請求することができる。 

   ２  前項の規定する損害賠償の請求は、解除の日から３０日以内の日に文書により行わなければな 

   らない。 

 ３  発注者又は受注者は、本契約の履行に関し、相手方に損害を与えたときは、その損害の賠償を請

求することができる。 

４  第１項及び第３項に規定する損害賠償の額は、発注者受注者協議して定める。 

 

（その他） 

第２３条  この契約において、定めのない事項及び発注者受注者間に紛争又は疑義を生じた事項について 

    は、その都度発注者受注者協議して定める。 

第２４条  この契約に関する訴訟は、札幌地方裁判所を直轄裁判所として行うものとする。 

 



契約単価

注1）サイズは、たて・よこ・高さの３辺の計とする。

注2）運賃は、サイズと重量を比較し、大きい方を適用する。

注3）契約単価は、消費税及び地方消費税を含めた金額とする。（　）内は消費税及び地方消費税額。

注4）運送元及び、運送先区分は、下表のとおりとする。

近畿地方 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
中国地方 鳥取県・岡山県・広島県・島根県・山口県
四国地方 香川県・徳島県・愛媛県・高知県
九州地方 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県
沖縄地方 沖縄本島

東北地方 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県

関東地方 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都・山梨県

信越地方 新潟県・長野県

東海地方 静岡県・愛知県・三重県・岐阜県
北陸地方 富山県・石川県・福井県

170 25

160 25

140 20

120 15

一
般
宅
配
便

（
着
払
い

）

60 2

80 5

100 10

近畿 中国 四国 九州 沖縄 利尻島奥尻島石垣島

cm以内 kg以内 運送先 道内各官署

サイズ 重量 運送元 道内 東北 関東 信越 東海 北陸

120 15

ク
ー

ル
便

60 2

80 5

100 10

170 25

160 25

140 20

120 15

一
般
宅
配
便

60 2

80 5

100 10

別表

サイズ 重量 運送元 道　内　集　荷　場　所　（　仕　様　書　別　紙　１　の　と　お　り　）

cm以内 kg以内 運送先 道内 東北 関東 信越 東海 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄 利尻島奥尻島石垣島


